
委託契約における特命随意契約の結果について

案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額（円）
随意契約理由
（根拠法令）

担当部署
（問合せ先）

コストマネジメントに関
するコンサルティング業
務委託契約

R5.10.25
㈱プロレド・
パートナーズ

上限324,797,000
円

左記業者は、事前調査として「コスト削減可能性診断」を実施済み
であり、本契約の目的達成に必要な知見・ノウハウを有する事業者
は当該事業者に限定されることから、その性質上競争入札に適さな
いため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0107）

神戸市営地下鉄ブラン
ディング強化に向けたタ
ブロイド企画・制作業務

R6.2.22
株式会社
サン・アド

2,746,301

左記業者は、現在、神戸市営地下鉄のブランディング構築支援を受
託している事業者である。タブロイドの企画・制作もブランディン
グ強化を目的としたものであり、ブランディング広報の一貫性の観
点からブランディング構築支援の受託者へ委託することが最適であ
ると判断したため。（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
に該当）

経営企画課
（℡: 984-0108）

係員定期券発行機のシス
テム開発及び機器製作業
務

R5.11.2
東芝インフラシ
ステムズ㈱　関
西支社

351,340,000

本件は、現行機が保有する地下鉄・バス定期運賃プログラムなどの
定期券発売における各種プログラムを流用し、係員定発機のシステ
ム開発業務及び機器製作業務を行うものである。現行機においては
東芝インフラシステムズ㈱が独自に開発・設計しており、本件実施
にあたっては、現行システム開発元である東芝インフラシステムズ
㈱以外には実施できないため、委託先として同社を選定する。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める
政令第11条第1項第1号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0127）

地下鉄におけるクレジッ
トタッチ決済導入に伴う
ネットワーク回線構築業
務

R5.11.2
アイテック阪急
阪神㈱

2,970,000

本業務は、QUADRACセンタに構築されるクレジットタッチ決済シス
テムのサーバと当局内ICネットワーク上に設置される決済端末をつ
なぐためのネットワーク回線（通信経路）を構築するものである。
本回線は、経費の削減と将来の拡張性を考慮し、現在アイテック阪
急阪神（株）のデータセンタを経由して構築されているPiTaPaシス
テムのためのネットワーク回線を物理的に併用する形で構築される
こととなっている。そのため、本業務はデータセンタの管理者であ
るアイテック阪急阪神（株）以外には実施できないため、随意契約
とし、委託先として同社を選定する。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0127）

地下鉄ポイント還元サー
ビス導入に伴う券売機改
修業務

R5.10.26
日本信号㈱　大
阪支社

97,592,000

地下鉄ポイント還元サービスの導入を予定しており、本件は券売機
のソフトウェア・ハードウエア改造を行う業務である。
改修対象の券売機は日本信号株式会社が独自に開発・設計したシス
テムであり、開発元である同社以外には実施できないため、委託先
として同社を選定する。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める
政令第11条第1項第2号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0127）



委託契約における特命随意契約の結果について
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担当部署
（問合せ先）

地下鉄におけるクレジッ
トタッチ決済導入に伴う
収入統計システム改修業
務

R5.10.26
㈱日立システム
ズ　関西支社

11,000,000

当該システムは、株式会社日立システムズ関西支社が独自に開発・
設計したものである。本業務は、このシステムに係るプログラムの
改修を実施するものであるため、開発元である同社以外に実施がで
きない。そのため委託先として、同社を選定する。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0127）

神姫バス運賃改定に伴う
係員定期券発行機及び自
動定期券発行機改修業務

R5.11.17
東芝インフラシ
ステムズ㈱　関
西支社

12,243,000

係員定期券発行機および自動定期券発行機は、東芝インフラシステ
ムズ株式会社が独自に開発・設計した機器である。本業務はこの機
器にかかるソフトウェアの更新を実施するものであるため、開発元
である同社以外に実施できない。そのため、随意契約とし委託先と
して同社を選定する。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0127）

神戸市東部への自動定期
券発行機追加設置に伴う
ICネットワーク改修業務

R5.11.22
日本電気㈱　神
戸支社

5,549,500

本業務は当局の所有する交通局ICネットワークシステムへネット
ワーク機器の新設および既設機器の設定変更を実施するものであ
る。本システムは日本電気株式会社が独自に開発・設計したもので
あり、新設機器の接続や設定変更は開発元である同社以外に実施で
きない。そのため随意契約とし委託先として同社を選定する。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0127）

神戸市東部への自動定期
券発行機追加設置に伴う
機器改修業務

R5.12.26
東芝インフラシ
ステムズ㈱　関
西支社

15,587,000

当該機器は、東芝インフラシステムズ（株）が独自に開発・設計し
た機器を用いて構成している。本業務は、このシステムにかかるプ
ログラムの改修を実施するものであるため、開発元である同社以外
に実施できない。そのため、委託先として同社を選定する。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0127）

神戸市東部への自動定期
券発行機設置等業務

R6.1.29
東芝自動機器シ
ステムサービス
㈱

1,331,000

自動定期券発行機および関連機器の設定変更、動作確認及び障害復
旧が履行できるのは、当該機器の保守マニュアルが開示されている
東芝インフラシステムズ（株）の系列保守会社である東芝自動機器
システムサービス株式会社のみであるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0127）

地下鉄ポイント還元サー
ビス等の新規施策に伴う
収入統計管理システム改
修業務

R6.3.26
㈱日立システム
ズ　関西支社

12,089,000

当該システムは、株式会社日立システムズ関西支社が独自に開発・
設計したものである。本業務は、このシステムに係るプログラムの
改修を実施するものであるため、開発元である同社以外に実施がで
きない。そのため委託先として、同社を選定する。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0127）
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市バス運賃改定に伴うバ
ス車載機改修業務

R6.3.28
㈱小田原機器
関西営業所

30,426,000

本件は、市バス運賃改定の実施に伴うバス料金箱システムの改修を
行うものである。本システムは株式会社小田原機器が独自に開発し
たものであり、その改修は開発元である同社以外に実施できない。
そのため、委託先として同社を選定する。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0127）

営業所勤務管理システム
改修（改善基準対応等）
業務

R5.11.23
ＮＥＣネクサソ
リューションズ
株式会社

6,545,000

左記事業者は　本システムを構築した日本電気㈱の事業領域見直し
に伴い、当該業務の全てを移管された日本電気㈱のグループ内会社
である。また、当該業務は開発業者の専門的かつ技術的な知識を要
するものであり、他業者では履行できないため
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

経営企画課
（℡: 984-0113）

新たな広告需要に対応す
る媒体の提案・設置業務

R6.1.30
阪急阪神マーケ
ティングリュー
ションズ㈱

3,899,500

左記業者は、他社線の広告媒体の販売代理店として、本業務に必要
な広告媒体にかかる豊富な知識と施工実績を有している。
また、当局の指定代理店の総代理として、指定代理店から適切かつ
公平な意見聴取・調整を行う能力を有していることから、本業務を
効率的かつ適切に提案・実施できる唯一の事業者であるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

営業推進課資産活用係
（℡: 984-0131）

自動出札装置の新通貨対
応改修業務

R5.10.25
日本信号㈱　大
阪支社

44,220,000

改修対象の出札装置は日本信号株式会社が独自に開発・設計したシ
ステムであり、開発元である同社以外には実施できないため、委託
先として同社を選定する。（地方公共団体の物品等又は特定役務の
調達手続きの特例を定める政令第11条第1項第2号に該当）

運輸課
（℡: 791‐1465）

ＩＤ駅集計機保守業務 R5.10.20
オムロンフィー
ルドエンジニア
リング㈱

1,679,700

左記業者は駅集計機の整備業務受託業者（オムロンソーシアルソ
リューションズ株式会社）の系列保守会社で、駅集計機の保守マ
ニュアルを開示されているのは当該業者のみである。よって、定期
点検及び障害発生時に対応が可能なのは左記業者のみである。（地
方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当）

運輸課
（℡: 791‐1465）

海岸線の大規模更新に関
する調査・検討業
務

R5.12.12
（一社）日本地
下鉄協会

29,810,000

　本業務を行うには、普通鉄道に関する鉄道システムとは別に、地
下鉄に特化した鉄道システムを熟知していなければならない。日本
地下鉄協会は全国の地下鉄事業者や地下鉄に関するメーカー等を会
員とし、地下鉄に特化した調査研究を行う等、地下鉄に特化した知
識・技術・情報等を有する唯一の機関であり、本業務に求める地下
鉄に特化した鉄道システムを熟知している。（地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第2号に該当）

電気システム課
（℡: 791-9729）
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高速鉄道匠助役委託研修
業務

R5.10.17
（株）コンサル
ティングアソシ
エイツ

1,541,961

鉄道事業の運輸部門の運用に精通し、豊富な経験・知識を有してい
る他の事業者がなく、候補業者しか鉄道事業の運輸部門の職員に対
しての研修で高い研修効果を期待できる業者がないため。
（地方公営企業法施行令第21条の14 第1項第2号に該当）

地下鉄職員研修所
（TEL:791-6337）


